
東京海上日動と静岡県・静岡県警察は
県民が安全・安心に住み続けられるまちづくりを目指します。

6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金 

事故等交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金
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東京海上日動と静岡県は、平成28年10月に「地方創生に関する包括連携協定」を締結し、『県民の安全・安心なくらしの実現』のために連携しております。




